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☆ 編 集 後 記 ☆ 
 

 お取り寄せ限定「工場直送！できたてポテトチッ

プ」なるものをいただきました。食べてみると

「やっぱできたてはうまいなあ」と思うと同時に 

なんだか不思議と懐かしい感じがしました。 

「どっかで食べた味やなあ」とよく思い出してみる

と不二家で昔売っていたポテチの味そっくりでした。

微妙なネタですみません(^_^;) 
ステマではありませんのでご安心を 

み ら い 労 働 法 務 事 務 所 
 〒530-0053 

 大阪市北区末広町３－２１扇町センタービル６Ｆ 

 ＴＥＬ：０６－６８０９－５０９２ 

 ＦＡＸ：０６－６８０９－５０９３ 

 e-mail info@mirai-sr.com 

 URL http://mirai-sr.com 

 社会保険の取得基準（いわゆる「正社員の４分の３基準」）が１０月１日より変わります。 

 パートさんやアルバイトさんをお雇いになっている企業様は特にお気をつけ下さい。  

１日または１週の所定労働時間および  

１月の所定労働日数が常時雇用労働者の 

 おおむね４分の３以上 

【旧基準】 

１日または１週の所定労働時間および  

１月の所定労働日数が常時雇用労働者の 

 おおむね４分の３以上 

【新基準】 

の部分が削除されます 

 ☆ 今までの取得していた方については新基準にかからなくなった場合でも喪失する必要は 

   ありません。 

 ☆ 社会保険に入っていない１日６時間未満勤務のパートさんやアルバイトさんについては 

   新基準にかかっていないかをあらためてご確認ください。 

※ 


